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第１ 農用地利用計画

１ 土地利用区分の方向

（１）土地利用の方向

ア 土地利用の構想

本町は、群馬県の東部邑楽郡の西端に位置し、東は邑楽町、西、北は太田市、南は千

代田町及び利根川をはさんで埼玉県熊谷市に接しています。

地形は、東西４.９ｋｍ、南北６.３ｋｍ、面積１８.０３ｋ㎡、標高は３０ｍ未満４２％、

３０以上３５ｍ未満５７％、３５ｍ以上１％のほぼ平坦地です。

町の総面積１，８０３ｈａのうち、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づ

く市街化区域が１，３２７ｈａとなっています。

本町の人口は、令和２年の国勢調査では４２,０８９人となっており、「第二期大泉町

総合戦略」においては、令和６年度（２０２４年度）における人口目標を、４０，５００人

に設定しており、長期的には人口減少が予想されます。

本町の年平均気温は１５度前後であり、県下では温暖な地域ですが、冬は空っ風が吹

き、零下まで下がり、夏は３０度以上に上昇し蒸し暑くなります。

また、降水量は年平均１，２００ｍｍ前後で県下では少ない地域であり、降雪はまれ

で四季を通して晴天の日が多く見られます。

道路網については、町の東西を横断している県道綿貫・篠塚線、南北を縦断している

県道足利・千代田線が主な道路です。更に、町の北部を国道３５４号が横断しています。

公共交通では、鉄道路線で、東武鉄道小泉線が太田、館林へと通じ、バス路線では、

埼玉県熊谷市、太田市、千代田町への定期バスが通り、また、町内では高齢者デマンド

交通が運行しています。

本町の中心産業である工業については、昭和３５年「首都圏市街地開発地域」の指定

を受け、計画的に工業団地を造成するなど、積極的な工業基盤の整備により、多くの優

良企業の誘致を推進し、電機電子工業と自動車産業を基幹産業とした、県を代表する工

業都市へと発展してきました。今後の工業系用途地域については、良好な操業環境を維

持し、産業活動と住環境の調和を図るとともに、新たな工業地の確保、拡充に努めるこ

ととしています。

農業については、米麦の作付けが中心で、一部で野菜等も栽培されています。区画整

理事業により開発が進んでいるため農地は減少していますが、町の北東部、東部、南西

部には水田地帯が残っていることから、これらの農地の有効利用及び保全に努めるとと

もに、農業経営者・組織等を育成し、農業経営の安定化を図っています。

農業用水は、休泊川、七ヶ村用水、八瀬川用水等で水の供給を行い、排水路の環境に

ついても整備されています。

今後の土地利用においては、優良な農用地を確保するため、非農業的土地利用についての調

整を図り、均衡のとれた地域の発展を目指します。また、農用地利用計画の作成にデジタル

地図を用いる等デジタル化の積極的な推進により、農用地等の面積や土地利用に関する

状況を適切に把握することに努めます。
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（注）現在値は、令和２年確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況の数値。

イ 農用地区域の設定方針

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針

令和元年における本町の農業振興地域内の現況農用地２１６．３ｈａのうち、

ａ～ｃに該当する農用地おおむね１４５．７ｈａについて、農用地区域を設定する方針

です。

なお、農用地区域内の農地のうち荒廃農地を除いた面積は、令和２年現在

１４５．２ｈａとなっており、今後、農業振興地域制度の適切な運用と諸施策を通じ

た農用地等の確保等の取り組みにより、令和１２年においては１４１．０ｈａを確保

することを目標とします。

ａ 集団的に存在する農用地

１０ｈａ以上の集団的な農用地

ｂ 土地改良事業又はこれに準ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある土地

ｃ ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を

図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要である土地

（イ）土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針

本町にある土地改良施設のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現

況農用地に介在又は隣接するものであって、当該農用地と一体的に保全する必要があ

るもの及び比較的大規模の土地改良施設用地について、農用地区域を設定する方針で

す。

（ウ）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本町にある農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現

況農用地に介在または隣接するものであって、当該農用地と一体的に保全する必要があ

るもの及び２ｈａ以上の農業用施設用地について、農用地区域を設定する方針です。

実 数 比 率 実 数 比 率 実数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

△ 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0

土地利用の現状及び目標 　　　単位：ｈａ、％

区分

年次

現 在

(R2)

目 標

(R12)

増 減

農用地
農業用
施設用地

森林・原野 住宅地 工場用地 その他 計

216.6 46.6 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 2.8 1.0 0.2 234.4 50.4 465.0 100.0 

213.0 45.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 2.8 1.0 0.2 238.0 51.1 465.0 100.0 
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（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針

本町には現況森林、原野はないため農用地区域を設定しない方針です。

（２） 農業上の土地利用の方向

ア 農用地等利用の方針

本町の中心的な作目は米麦であることから、田においては、農用地利用集積促進事

業、農地中間管理事業等を活用した農地の集積・集約化を促進し、土地の効率的利用

を図ります。また、畑においては、稲作との複合農業に適した作物の導入や、荒廃農地

の解消による農地の保全と高度な利用を図っていきます。

一方、農業者の高齢化や土地持ち非農家が増加していることから、非農業的土地利用

への転換も視野に入れ、農業的土地利用との調整を図りつつ、目標年次における農用

地区の面積１４１．０ｈａを確保するよう努めます。

以上から、本町の農用地区域における土地利用の構想は次のとおりとします。

（注）１：（ ）内は農用地区域内の農地のうち、耕地及び作付面積統計において定義する

「耕地」の面積です。

２：「現況」は令和２年、「将来」は令和１２年としています。

３：採草放牧地、混牧林地は町内に存在しないため上表からは除いています。

イ 用途区分の構想

今後については、担い手への集積を促進し面的集積を図りながら、現況に即した用途

区分を行うものとします。

（ア）Ａ（旧大川）地区

本地域では、昭和中期に土地改良事業が実施されているものの、現在の区画では生産

区分

地区名
現
況

将
来

増
減

現
況

将
来

増
減

現
況

将
来

増
減

45.0 42.0 △3.0 0.0 0.0 0.0 45.0 42.0 △3.0

(44.6) (42.0) (△2.6) (0.0) (0.0) (0.0) (44.6) (42.0) (△2.6)

101.0 99.0 △2.0 0.0 0.0 0.0 101.0 99.0 △2.0

(100.6) (99.0) (△1.6) (0.0) (0.0) (0.0) (100.6) (99.0) (△1.6)

146.0 141.0 △5.0 0.0 0.0 0.0 146.0 141.0 △5.0

(145.2) (141.0) (△4.2) (0.0) (0.0) (0.0) (145.2) (141.0) (△4.2)

単位：ha

農 地
農業用

施設用地
計

Ａ(旧大川)

Ｂ(旧小泉)

計
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性向上のための大型機械導入による農作業には不向きであり効率が悪いため、農地の担

い手への集積を進め、面的集積を図りながら、現状の農地面積を維持していきます。今

後も米麦の作付けを推進していくとともに、畑や水稲作付けの裏作を利用し、野菜、飼

料用作物を推進していきます。

（イ）Ｂ（旧小泉）地区

本地域では、集団性は保持していますが、ほとんどが１０ａ区画で整備された農地で、

生産性向上のための大型機械導入による農作業には不向きであり効率が悪いため、農地

の担い手への集積を進め、ほ場の大区画化により、現状の農地面積を維持していきます。

また、現在は米麦の作付けが主な作物ですが、今後は、野菜、飼料用作物等について

も推進していきます。

ウ 特別な用途区分の構想

該当なし

２ 農用地利用計画

別記のとおり

第２ 農業生産基盤の整備開発計画

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向

本町における農用地面積は、２１６．６ｈａで、そのほとんどが平坦地となっており、用

途別にみると、水田１９４．６ｈａ、畑１０．４ｈａ、樹園地１１．６ｈａとなっています。

古くは、明治３０年に寄木戸耕地整理組合により耕地整理事業が始まり、下小泉耕地整理

組合、大正に入って小泉外２ヶ村耕地整理組合、昭和に入ってからは、後谷耕地整理組合、

仙石・古海耕地整理組合、吉田耕地整理組合と土地改良事業が盛んに行われており、農用地

のほとんどが昭和中期に土地改良事業を完了しています。その後、昭和４６年の都市計画法

の線引きを機に土地区画整理事業により市街化が進み農用地面積が減少しています。

農業生産基盤の整備はほぼ完了していますが、そのほとんどが１０ａ区画以下であり、大

型機械導入による生産性向上等を遅らせている原因になっていることから、再ほ場整備等を

実施し、３０ａ区画以上を基本としたほ場整備を推進していきます。

また、低位水田については暗渠排水等の排水整備をほ場整備と合わせて実施します。

畑については、農用地全体の５％程度ですが、白菜等の野菜を栽培していることから、

現状の農地面積を維持していきます。

ア Ａ（旧大川）地区

この地区は、昭和中期に土地改良事業を完了していますが、ほとんどが市街化区域に

編入され吉田、仙石地区のほ場のみとなっています。

吉田地区においては、低位水田で排水が悪いため、暗渠排水等の排水整備を推進して

いきます。仙石地区においては、ほ場の高低差が大きく農作業の妨げになっていますが、
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既存施設の修繕処置を行い、農地の集積を行うことで、農作業の効率化を図ります。

イ Ｂ（旧小泉）地区

この地区においては、昭和中期の土地改良事業で、ほ場整備は完了していますが、区

画が１０ａ区画で整備されているため大型機械等の利用について支障があり、農作業の

効率化の妨げになっているので、平坦なほ場条件を活かし、畦畔を取り除き、ほ場を大区

画として、担い手が利用しやすいほ場整備を実施します。また、担い手への農地の集積を

進め、農作業の効率化を図ります。

２ 農業生産基盤整備開発計画

該当なし

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

４ 他事業との関連

該当なし

第３ 農用地等の保全計画

１ 農用地等の保全の方向

本町においては、農家戸数の減少、高齢化による離農、経営面積の縮小、担い手不足等に

より荒廃農地の増加が懸念される状況下にあり、農業委員会、邑楽館林農業協同組合、その

他関係機関と協力し、認定農業者、農事組合法人等、担い手への農用地の流動化を促進する

ことにより荒廃農地の解消を図るとともに、遊休農地の利用意向調査等に基づき、農地中間

管理機構等を活用した補助事業による再生や、農地利用最適化推進委員等による自主再生

活動を促し、優良農地の維持・保全を推進します。

２ 農用地等保全整備計画

該当なし

３ 農用地等の保全のための活動

農業者の高齢化、担い手不足等による荒廃農地の増加を防ぐため、農業委員会や邑楽館林

農業協同組合、その他関係機関と協力し、認定農業者や集落営農組織の育成・支援を行い、

担い手への農用地の集積を促進することにより荒廃農地の解消を図ります。また、農業委員

会や農家からの報告、巡回等により水路の機能低下などを早期発見し、補修・改善を行って

いきます。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし
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第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標

本町は、昭和３０年代半ばに大手電機メーカーの進出に始まり、昭和４０年代における

工業団地の立地を契機に農家の兼業化、農業者の他産業への流出が進み、農業の担い手不

足が深刻化しています。このような現状を考慮し、農業が職業として選択し得る魅力と、

やりがいのあるものとなるよう、農業経営の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業

経営を育成していきます。具体的には、農業を主とする農業者が、地域における他産業並

みの年間農業所得、年間労働時間の水準を実現できるものとし、主たる農業従事者１人当

たり年間農業所得４００万円（１農業経営体当たり６００万円）、年間労働時間１，７５０

から２，０００時間を目標とします。

上記の目標を踏まえ、営農類型別の農業経営の目標について次のとおり示します。

目標規模 戸数 流動化面積
営農類型 作目構成

（ha） (経営体数) 目標（ha

水稲 水稲 15ha
15 2 5

二条大麦 二条大麦 10ha

水稲 水稲 15ha
家族 小麦 小麦 1ha
経営 二条大麦 18 二条大麦 10ha 5 20

ハクサイ ハクサイ 20a
ニガウリ ニガウリ 20a

水稲 水稲 5ha
二条大麦 二条大麦 4ha

7 5 20
ハクサイ ハクサイ 30a
ニガウリ ニガウリ 30a

水稲 水稲 17ha
二条大麦 二条大麦 13ha

組織 小麦 小麦 1ha
経営 ハクサイ 20 ハクサイ 20a １ 10

ブロッコリー ブロッコリー 20a
ニガウリ ニガウリ 20a
ちぢみほうれんそう ちぢみほうれんそう 30a

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

水稲及び麦を中心に栽培していますが、経営を安定させるため、野菜等を組み合わせた

複合型農業経営を推進します。

また、今後増加することが予想される荒廃農地の解消のため、認定農業者等の担い手を

主体に、農地の流動化を推進し、経営規模の拡大を図るとともに、町、農業委員会、邑楽
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館林農業協同組合、その他の関係機関で協力し、担い手農家の育成強化を図り、総合的な

土地利用を促進します。

２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

（１）認定農業者等の育成対策

関係機関と連携した農業経営改善計画の作成支援や「人・農地プラン」において地域農

業の担い手として位置付け、農地集約等の支援を行うとともに、効率的な農業経営を促進

するため、集落営農組織の設立及び法人化に向けた支援を行っていきます。

（２）農地の面的集積対策

町の農用地のほとんどが昭和中期までに土地改良事業が行われてきており、集団性は保

持していますが、区画が狭いため面的集積によるほ場の大区画化を推進する必要がありま

す。

今後は、面的集積によるほ場の大区画化を推進し、担い手への農地の集積を推進するこ

とにより生産性の高いより効率的な農地利用を目指します。

（３）農地中間管理事業、農地移動適正化あっせん事業等農用地の流動化対策

耕作条件の良い農用地については、認定農業者・農事組合法人等の担い手への利用集積

が進んできましたが、担い手の少ない地域、あるいは、小規模な区画などで耕作しにくい

農用地については、担い手への利用集積が進んでいない現状にあります。今後は担い手の

育成を行うとともに農地中間管理事業、農地移動適正化あっせん事業等により、認定農業

者、農事組合法人等担い手への面的集積を図り、生産性の高い農業経営を促進します。

（４）農作業の受委託の促進対策

農業従事者の高齢化や後継者不足が進み、農作業の共同化が必要となっていることから、

認定農業者、集落営農組織等の大型農機具の保有・合理化を進めるため、関係機関との連

携による農作業受委託の促進を図ります。

（５）農作業の共同化対策

米麦等の生産作業において、農作業省力化等のため高価・高性能の農業機械を個人所有

していますが、生産経費における割合が高く、経営悪化の原因ともなっていることから、

効率的な農業経営を促進するため、集落営農組織の設立及び法人化を支援し、農作業の共

同化や機械の共同利用、組織経営を推進します。

（６）農業生産組織の活動促進対策

上小泉地区において、農事組合法人が設立され、効率的な農業経営の実現及び農地中間

管理事業による農用地の利用集積を図り、地域農業の担い手として活動していますが、他

の地域については組織化が遅れています。

今後は、既存の農事組合法人の活動を促進するとともに、農業者、邑楽館林農業協同組

合、行政が協力し、全地域において生産の組織化を推進していきます。
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（７）地力の維持増進対策

土壌診断に基づく土壌環境の改善など、地域の実状にあわせた土づくりや環境循環型農

業の促進により地力の維持増進を図るとともに、安全安心な農作物生産の振興を図ります。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第５ 農業近代化施設の整備計画

１ 農業近代化施設の整備の方向

農業近代化施設については、邑楽館林農業協同組合管内の既存施設、邑楽町の長柄カント

リーエレベーター、高島ライスセンター等を利用しており、地域の農業施設として十分な機

能を果たしていることから、今後もこれらの施設を引き続き利用していくとともに、農作業

の効率化のため、スマート農業の導入を支援していきます。

２ 農業近代化施設整備計画

該当なし

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向

農業者は、後継者不足、高齢化による離農等により減少しているため、認定農業者の支援、

農業経営の法人化の促進、新規就農者の支援・指導により農業従事者の確保育成を行います。

また、新規就農者の確保のための施設及び農業を担う者やその家族が利用する施設等の整備に

ついては、「群馬県立農林大学校」等の育成確保施設等の活用により担い手の育成・確保を図り

ます。

２ 農業就業者育成・確保施設整備計画

なし

３ 農業を担うべき者のための支援の活動

水田経営所得安定対策等の諸施策を推進するには、農業経営の合理化、育成・強化を図る

ことが必要なことから、町、農業委員会、邑楽館林農業協同組合が連携し、農地中間管理事

業、農地移動適正化あっせん事業等により担い手への農地の集積を行うとともに、資金面で
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は、農業資金利子補給事業等により担い手の経営支援を行っていきます。

また、新たな集落営農組織の設立及び法人化へ向けた支援や認定農業者協議会の活動に対

する積極的な支援を行っていきます。

さらに、新たに就農しようとする意欲のある青年等に対しては、就農関連情報の提供や関

係する機関・団体が行う各種事業を活用するとともに、関係機関との連携の下で営農指導体

制を充実させ、次代を担う柔軟性と行動力のある優れた農業者を確保・育成していきます。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標

高齢化による離農、後継者不足により農家戸数が減っているなか、農業従事者及び農家

世帯員の安定的な就業の促進は、本町の農業を維持していく上で重要な要素の一つであるこ

とから、企業誘致に伴う町全体の就業機会の拡大を利用するなど所管部署と連携し、農業従

事者及び農家世帯員の安定的な就業に繋がるよう努めます。

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

本町は、大手企業を中心に関連する下請け等が多く、農業以外で安定的な就業機会が確保

されていますが、さらに安定就業を図るため、６次産業化や法人化の促進により、雇用の受

け皿となる経営体の育成を図るとともに、企業の求人動向について情報収集に努めます。

３ 農業従事者就業促進施設

なし

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし
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第８ 生活環境施設の整備計画

１ 生活環境施設の整備の目標

本町の農業地域は中心市街地を取り囲む形で形成され、道路整備等も進んでおり、良好な

農業生産環境を有しています。

一方で、都市化が進んだことにより、農業用水への生活排水の流入や道路における農作業

用車両と一般車両の混合交通による安全性の問題など、新たな課題も生じています。

また、農業者の高齢化や離農が進み、これまで農家の共同活動等により支えられてきた、

農業用排水路や農道等の維持管理の継続が困難になりつつあります。

今後は、ほ場の大区画化などの農業生産基盤の整備による農作業の効率化と併せて、生活

環境施設の整備等による住みよい地域づくりを進めるとともに、農業者が担ってきた農業用

排水路や農道等の維持管理については、多面的機能支払交付金を活用した農業者と地域住民

による共同活動への取り組みを促進し、農業用排水路等の維持・保全を図ります。

２ 生活環境施設整備計画

なし

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

該当なし

４ その他の施設の整備に係る事業との関連

該当なし

第９ 付図

別添

１ 土地利用計画図（付図１号）

別記 農用地利用計画



農振法による農用地

土地利用計画図(付図 1号)



（ 別 記 ）

農用地利用計画

　（１）農用地区域

　　　ア　現況農用地等に係る農用地区域

大　字 字

仙　石 堤ノ口 856-2 890 891 892 898

Ａ－１ 峰　山 900 901 902 903 904 905

906 907 908 909 910 965

屋敷前 全　域

森ノ前 946 947 948 949 950 951

952 968 969 970 971 972

973

利　才 1436 1437 1438 1439 1450 1451

1452 1453 1454 1455 1456 1457

1458 1459 1460 1461 1462 1463

1464 1465 1466 1467 1468 1469

1470 1471 1472 1473 1474 1475

中　瀬 777 778 779 780 781 782

783 784 785-1 785-2 786 787-1

787-2 787-3 788 789 790 792

793-1 794 795 796 797 798

807 811 825 852 854

台　井 986 1003 1004 1005 1006 1007

1008 1019 1020 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034 1035 1036

1037 1070 1072甲1072-3甲1072-5 1074

1075 1079 1080 1083 1087 1089

外　域 1495 1496 1497 1498 1499 1500

1500 1501 1502 1503 1504 1505

1506 1507 1508 1509 1510 1511

1512 1513 1514 1515 1516-1 1516-2

1518-1

下堤外 1521-2

上根小屋

根小屋 1585-1 1585-5 1585-7 1587-1 1588-1

下野場 707-1 708-1 709-1 722-1 723-1 724-1

725-1

城　際 1663 1666 1667 1673 1688

内　川 1564-1 1565-1 1569-1 1570-1 1573-1 1579-1

1579-2 1580-3

区 域 の 範 囲
地区番号 農用地区域に含めない現況農用地等の土地
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大　字 字

吉　田 東　谷 315 316 317 318 319 320

Ａ－２ 321 322 323 324 325 326

327 328 329 330 331 332

333 334 335 336 337 338

339 340 341 342 343 344

372 373 374 375 376 377

378 379 380 381 382 383

384 385 386 387 388 490

491 492 556 557 558 559

560 561 576 577 578 579

580 581 582 583 584 585

586 587 甲590 608 609 610

611 617 618 619 625 628

629 734‐2

735 736 737 738 739 740

741 742 743 744 745 746

747 748 749 750 751 752

753 754 755 756 757 758

759 760 761 762 763 764

765 766 767 768 769 770

771 772 773 774 775 776

777 778 780 781 782 783

784 785 786 787 788 789

790 791 792 793 794 795

796 797 798 799 800 801

803 804 805 806 807 808

809 810 811 812 813 814

815 816 817 818 819 846

847 848 849 850 851 852

853 854 855 856 857 858

859 860 861 868 870 871

872 873 874 875 876 877

878 879 880 881 882

谷　向 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140

141 142 143 171 172 173

174 175 176 177 178 179

180 181 182 183 184 185

206 207 208 209 210 211

212 213 214 215 216 217

218 219 264 265 266 267

268 269 272 273 274 275

区 域 の 範 囲

734‐1（の内19㎡） 734‐4（の内50㎡）

地区番号 農用地区域に含めない現況農用地等の土地
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後　谷 2535 2536 2537 2538 2539 2541

2543 2544 2545 2546 2547 2548

2549 2550 2551 2552 2553 2554

2555 2556 2557 2558 2559 2560

2561 2562 2563 2564 2565 2566

2567 2568 2569 2570 2571 2572

2573 2574 2575 2576 2577 2578

2579 2580 2581 2582 2583 2584

2586 2587 2588 2589 2590 2591

2592 2593 2594 2595 2596 2597

2598 2599 2600 2601 2602 2603

2604 2605 2606 2607 2608 2609

2610 2611 2612 2613 2615 2616

2617 2618 2619 2620 2621 2622

2623 2624 2625 2626 2627 2629

2630 2631 2632 2633 2634 2635

2636 2637 2642 2643 2644 2645

2646 2647 2648 2649 2650 2651

2655 2656 2657 2658

本　郷 全　域
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大　字 字

上小泉 北　谷 610-1 611-1 612-1 613-3 614-1 615-1

Ｂ－１ 676-1 677-1 678-1 679-1 680-1 681-1

682-1 683 684-1 685-1 685-2 686-1

686-2 687-1 687-2 688-1 688-2 689-1

689-2 690-1 690-2 691-1 691-2 692-1

692-2 693-1 693-2 693-3 694-1 694-2

695-1 695-2 695-3 696-1 696-2 697-1

697-2 698-1 698-2 699-1 699-2 700-1

700-2 701-1 701-2 702-1 702-2 703-1

703-4 704 705 706 707-1 708-1

709-1 710 711 712 713 714

715 716-1 717 718 719 720

721 722 723 724 725 726

727-1 727-2 728 729 730 731

732 733-1 734-1 735 736 737

738 739 740 741-1 742 743

744 745 746 747 748 749

750 751 752 752-2 753-1 754-1

755 756 757 758 759-1 760-1

760-2 761 762 763 764 765

766 767

東沼田 470‐2 470‐3 471‐4 471‐5

471‐6 471‐7 471‐8 472‐3 472‐4 473‐3

473‐4 474‐4 474‐5 474‐6 474‐7 475‐4

475‐5 475‐6 475‐7 476‐3 476‐4 477‐4

477‐5 477‐6 478‐3 478‐4 478‐5 478‐6

480‐4 480‐5 481‐3 481‐4 485‐3 485‐4

486‐4 486‐5 486‐6 487‐4 487‐5 487‐6

487‐7 487‐8 488‐3 488‐4 488‐5 488‐6

489‐2 489‐3 490‐2 490‐3 493‐2 493‐3

494‐1 494‐2 494‐3 495‐1 495‐2 495‐3

496‐1 496‐3 496‐4 497‐1 497‐2 498‐1

502‐1 503‐1 504‐1 505‐1 506‐1 507‐1

508 509‐1 509‐2 509‐3 510‐1 510‐2

510‐3 511‐1 511‐2 511‐3 512‐2 512‐3

516‐2 516‐3 516‐4 516‐5 517‐1 517‐2

517‐3 518‐2 518‐3 518‐4 518‐5 518‐6

519‐2 519‐3 520‐2 520‐3 521‐1 521‐2

521‐3 522‐1 522‐2 522‐3 522‐4 523‐1

523‐2 523‐3 523‐4 524‐1 524‐2 524‐3

524‐4 525‐1 525‐2 525‐3 525‐4 526‐1

526‐2 526‐3 526‐4 527‐1 527‐2 527‐3

527‐4 528‐1 528‐2 529 530-1 531‐1

区 域 の 範 囲

468（の内2.25㎡）

地区番号 農用地区域に含めない現況農用地等の土地
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531‐2 531‐3 531‐4 531-5 532-1 532‐2

532‐3 532‐4 532‐5 533 534-1 534‐2

534‐3 535 536 537 538 539

540‐1 541 542 543 544 545

546 547 548 549 550 551

552 553 554 555 556-1 557

558 559 560 561 562 563

564 565-1 566-1 567-1 568-1 569-1

570-1 571-1 572-1 573-1 574-1 575-1

576-1 577-1 578-1 579-1 580-1 581-1

582-1 583‐1 584-1 585-1 586-1 587-1

588-1 588‐3 589-1 590-1 591-1 592-1

593-1 594‐1 595-1 596-1 601-1 602

603 604 605 606 607 608

609

細　谷 1 2 3 4 5 6

7 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

59‐2 59‐3 59‐4 59‐5 60 61

62 63 64 65 66 67

72‐2 73‐2 73‐3 74‐2 74‐3 74‐4

75‐2 75‐3 76‐2 79‐2 80‐2 81‐3

81‐4 101‐3 101‐4 101‐5 102 103

104 105 106 107 108 109

110 111 112 113 114 115

116 117 118 119 120 121

122 123 124-1 124‐2 125 126

127 128 129 140‐4 141‐2 141‐3

142‐3 182‐1 188‐2 189‐2 207 208‐2
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五反田 781 782 783 784 785 786

787 788 789 790 791 792

793 794 972 1014 1015 1016

1017 1018 1019 1042‐2 1043‐2 1043‐5

1044‐1 1052 1053 1054 1055 1056

1057 1058 1059 1060 1063 1064

1065 1066 1067 1068 1069 1070

万願寺 281‐3 281‐4 282‐3 282‐4 283‐3 283‐4

283‐5 284‐3 284‐4 285‐3 285‐4 297‐2

297‐3 298‐2 298‐3 299‐3 299‐4 299‐5

300‐3 300‐4 300‐5 300‐6 327‐2 327‐3

328‐3 328‐4 328‐5 329‐2 329‐3 329‐4

329‐5 329‐6 330 331‐2 332‐4 332‐5

333‐2 333‐4 333‐5 334‐1 334‐2 334‐3

335‐1 335‐2 336‐3 336‐4 337 338

339‐2 340‐2 341‐2 342‐2 343 344

345 346 347 348 349 350

351 352 353 354 355 356

357 358 359 360-1 360-2 360-3

361 362 363 364 365 366

367 368 369 370 371 372‐1

372‐2 372‐3 372‐4 374 375 379

380 381 382 383 388 389

390 391 392 393 394 395

396 397‐1 397‐2 398 414‐1 414‐2

415‐1 415‐2 416‐1 416‐2 417‐1 417‐2

418‐1 418‐2 419 420 421 422‐1

422‐2 423 424 425 426 427

442‐1 442‐2 443‐1 443‐2 444‐1 444‐2

445‐1 445‐3 446‐1 446‐2

間之原 1254-2 1256-1 1257-1 　 　 　

大　字 字

下小泉 大　根

Ｂ－２ 長　沼 410 411

区 域 の 範 囲
地区番号 農用地区域に含めない現況農用地等の土地
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